
要介護認定申請書の改正について



説明内容

1 情報提供に係る同意欄の記載内容の変更について

2 認定結果通知送付等に関する事項の欄の削除について
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1 情報提供に係る同意欄の記載内容の変更について
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介護情報基盤の運用開始に向けて、

国が示した包括同意用の申請書様式に改正します。

（包括同意については添付資料参照）



【これまで】

【これから】 市が事業所へ提供する情報の内容や情報提供の対象となる事業所の範囲が拡大されます

保険証 資格者証

有・無 済・未 本人氏名 （代筆者）
市記入欄

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営の為に必要があるときは、要介護認定・要支援認定にかかる調査内容、

介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を、日立市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅

サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示すること

に同意します。

保険証 資格者証

有・無 済・未 本人氏名 （代筆者）
市記入欄

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定にかかる調査内

容、介護認定審査会による判定結果・意見、主治医意見書、日立市が提供を受けた介護サービス計画及び介護予防サービス計

画並びに居宅サービス事業者又は介護保険施設の関係人が取得した心身の状況等の情報を、日立市から地域包括支援セン

ター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設、介護予防支援事業者、介護予

防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者の関係人、介護予防・日常生活支援総合事業を行う者、主治医

意見書に係る医師又は認定調査に従事した調査員に提示する（地域支援事業として介護情報基盤経由で電子的に行う場合を含

む。）ことに同意します。
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2 認定結果通知送付等に関する事項の欄の削除について

6



２ 認定結果通知送付等に関する事項の欄の削除について

【これまで】
送付先変更を希望する場合には、 ・Logoフォームで申請

・要介護認定申請書下部送付先変更欄に記入

【これから】
送付先変更を希望する場合には、Logoフォームで申請のみ

名称「認定結果送付先（受取）変更申請」

令和８年４月１日以降はこちらの
フォームから申請してください。



Logoフォーム申請時の注意点

・本人同意を確認するため、委任状が必要です。

※委任状の様式は、「認定結果送付先（受取）変更申請」の

Logoフォームに掲載しています。

・送付先を変更できるのは、申請日から20日間です。

※緊急の事情により、20日を過ぎて変更したい場合には、

介護保険課までご相談ください。



Logoフォーム申請時の注意点

・今後、介護保険課から郵送される書類すべての送付先を

変更する場合は、送付先変更の手続きをお願いします。

（Logoフォームで手続き可能です。）
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名称「介護保険送付先変更ｖ3」



Logoフォーム申請手順【Q1～Q１１】

②事業所名を入力

①介護サービス事業所を選択

③申請者（担当者）氏名、連絡先を入力



Logoフォーム申請手順【Q1～Q１１】

④被保険者番号を入力

※被保険者番号が不明な場合は、生年月日を入力



Logoフォーム申請手順【Q1～Q１１】

⑤対象者の氏名を入力

⑥対象者の申請日を入力

⑦変更事由を選択



Logoフォーム申請手順

担当者窓口受取の場合【Q１２→Q1６】

⑧「担当者窓口受け取り」を選択

⑨委任状を添付する



Logoフォーム申請手順

今回のみ送付先を変更する場合【Q１２～Q1６】

⑧「指定住所へ送付希望（今回のみ）」を選択

⑨送付先の情報を入力



Logoフォーム申請手順

今回のみ送付先を変更する場合【Q１２～Q16】

⑩送付先と本人の続柄を入力

⑪委任状を添付する



Logoフォーム申請手順

介護保険課から郵送される書類すべての送付先を変更する場合【Q9】

⑧「指定住所へ送付希望（次回以降も希望）」を選択

こちらから送付先の変更手続きを行ってください。
※なお、送付先変更申請を行った場合は、
結果通知の送付先変更手続きは不要です。
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新様式については、３月下旬ごろ、ホームページに掲載予定です。

【経過措置】

・4/30（木）までは、旧様式で提出可能です。

ただし、包括同意は取得したことになりませんので

ご了承ください。


